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【
花
粉
症
の
予
防
方
法
】 

花
粉
が
付
着
し
や
す
い
衣
類
の
着
用
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

納税者は、自己所有以外の土地または家屋の評価額（所有者の情報を除く）を縦覧することができます。

固定資産課税台帳等の縦覧・閲覧
●縦覧

※縦覧・閲覧の場所は共に税務課窓口となります。

縦覧の趣旨

縦覧期間

閲覧期間

閲覧に必要なもの

閲覧手数料

縦覧に必要なもの

縦覧対象者

閲覧対象者 閲覧範囲

縦覧範囲 記載事項

審査申出期間

縦覧対象者と
縦覧範囲

閲覧対象者と
閲覧範囲

自己の土地・家屋と、他の土地・家屋の評価額を比較し、適正であることを確認していただ
くための制度

4月1日より通年　午前8時30分から午後5時15分まで（土日祝日を除く）

4月1日から4月30日まで
午前8時30分から午後5時15分まで（土日祝日を除く）

・納税通知書または課税明細書　・印かん　・運転免許証など本人と確認できるもの
※代理人は上記のほかに、委任状または承諾書の提出も必要となります。

固定資産税の土地の納税者
（代理人または納税管理人）

土地価格等縦覧帳簿 所在（地番）・地目・地積・価格

固定資産税の家屋の納税者
（代理人または納税管理人）

家屋価格等縦覧帳簿 所在・家屋番号・種類・構造・
床面積・価格

固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から、納税通知書の交付を受けた
日後60日まで
※固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、上記の期間
内に固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出をすることができます。

納税者は、固定資産課税台帳のうち、自己の資産が記載された部分について、一年を通して閲覧するこ
とができます。また、借地人・借家人等は借りている土地・家屋の閲覧をすることができます。

●閲覧

①固定資産の所有者

②土地を有償で借りている

③家屋を有償で借りている

④固定資産の処分をする権利を有する
　一定の人

所有している固定資産

借りている土地

借りている家屋及びその敷地である土地

権利を有する固定資産

1回につき200円（ただし、縦覧期間中の閲覧は無料）

・納税通知書または課税明細書　・印かん　・運転免許証など本人と確認できるもの
・「閲覧対象者」の②③④に該当する人は、それらを証するもの（賃貸借契約書等）
※代理人は上記のほかに、委任状または承諾書の提出も必要となります。

◆
全
県
下
一
斉
の
取
組

町
で
は
、納
税
の
公
平
と
税
収
の
確

保
を
図
る
た
め
、3
月
〜
5
月
を「
市
町

村
税
滞
納
ぼ
く
滅
月
間
2
0
1
5
」と
し

て
、栃
木
県
と
の
協
働
に
よ
り
、全
県
下

一
斉
に
徴
収
の
強
化
に
取
り
組
み
ま
す
。

【
町
で
は
税
収
確
保
に
向
け
、次
の
よ
う

な
取
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
】

納
税
相
談

町
税
等
を
納
期
限
内
に
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
方
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

納
税
催
告

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な
い
方

に
対
し
、督
促
状
・
催
告
書
等
の
送
付
、

電
話
催
告
、自
宅
訪
問
、勤
務
先
訪
問
を

行
い
ま
す
。

財
産
調
査

滞
納
者
の
財
産
に
つ
い
て
、官
公
署
、

金
融
機
関
、保
険
会
社
、通
信
機
関
等
に

対
し
調
査
を
行
い
ま
す
。

給
与
調
査

勤
務
先
に
対
し
給
与
の
調
査
を
行
い

ま
す
。

差
押
処
分

不
動
産
・
預
貯
金
や
生
命
保
険
、給

与
、自
動
車
な
ど
の
差
押
え
を
行
い
ま

す
。差
押
後
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、差

押
財
産
の
公
売
・
取
立
を
行
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
税
務
課　

納
税
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9
1
2
1

市
町
村
税
滞
納

ぼ
く
滅
月
間
2
0
1
5

〜
あ
な
た
の
税
が
未
来
を
拓
く
〜

市
町
村
税
滞
納

ぼ
く
滅
月
間
2
0
1
5

〜
あ
な
た
の
税
が
未
来
を
拓
く
〜

▶問い合わせ先＝税務課　資産税係　　　　912356
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広報かみのかわ  27.3.17

【
花
粉
症
の
予
防
方
法
】 

晴
れ
た
日
や
風
の
強
い
日
は
、花
粉
が
飛
び
や
す
い
の
で
外
出
は
控
え
ま
し
ょ
う
。

●
対
象
と
な
る
方

日
本
国
内
に
あ
る
大
学（
大
学
院
）、短
期
大
学
、高
等
学

校
、高
等
専
門
学
校
、専
修
学
校
及
び
各
種
学
校（
学
校
教

育
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
修
業
年
限
が
一
年
以
上
の
課
程
）

に
在
学
す
る
学
生
等
で
、学
生
納
付
特
例
を
受
け
よ
う
と

す
る
年
度
の
前
年
の
所
得
が
基
準
以
下
の
方
、失
業
等
の

理
由
が
あ
る
方
。

※
な
お
、一
部
の
海
外
大
学
の
日
本
分
校
も
対
象
に
な
り

ま
す
。詳
し
く
は
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
所
得
の
め
や
す

1
1
8
万
円
＋（
扶
養
親
族
等
の
数
×
38
万
円
）で
計
算

し
た
額
以
下

●「
納
付
」「
学
生
納
付
特
例
」「
未
納
」の
違
い

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、原
則
と
し
て

保
険
料
納
付
期
間
と
免
除
期
間
が
あ
わ
せ
て
最
低
25
年

（
3
0
0
月
）あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。学
生
納
付

特
例
を
受
け
た
期
間
は
、こ
の
受
給
資
格
期
間
に
含
ま
れ

ま
す
が
、年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。10
年
以
内
で
あ

れ
ば
、古
い
期
間
か
ら
順
に
納
付
が
可
能
で
す
。

会
社
に
勤
め
る
こ
と
に
な
り
職
場
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
場
合
や
、そ
の
被
扶
養
者
に
な
っ
た
場
合
、

ま
た
は
、職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
て
国
民
健
康
保

険
に
加
入
す
る
と
き
は
、役
場
へ
の
届
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

届
出
が
遅
れ
る
と
、国
民
健
康
保
険
税
が
課
税
さ

れ
た
ま
ま
に
な
っ
た
り
、職
場
の
健
康
保
険
の
資
格
を

喪
失
し
た
日
ま
で
遡
っ
て
課
税
さ
れ
た
り
し
ま
す
の

で
、14
日
以
内
に
次
の
も
の
を
持
参
の
う
え
、住
民
生

活
課
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き
】

届
出
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
職
場
の
健
康
保
険
証

【
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
て
、国
民
健
康
保
険
に
加

入
す
る
と
き
】

届
出
に
必
要
な
も
の

・
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
証
明
書（
資
格
喪
失

証
明
書
、退
職
証
明
書
な
ど
）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
保
険
課　

国
保
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9
1
3
4

※
た
だ
し
、承
認
を
受
け
た
年
度
か
ら
起
算
し
て
3
年
度

目
以
降
は
当
時
の
保
険
料
に
一
定
の
金
額
が
加
算
さ
れ

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。又
、申
請
が
遅
れ
て「
未

納
」と
な
っ
て
い
る
場
合
、20
歳
以
降
の
申
請
日
前
に
生

じ
た
不
慮
の
事
故
や
病
気
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
申

請
が
で
き
な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。　

●
申
請
先
＝
役
場　

保
険
課
の
窓
口
又
は
年
金
事
務
所

●
必
要
な
も
の
＝
年
金
手
帳
、在
学
期
間
が
わ
か
る
学
生

　
　
　
　
　
　
　

証（
写
し
）又
は
在
学
証
明
書（
原
本
）、

　
　
　
　
　
　
　

 
印
か
ん

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

●
宇
都
宮
西
年
金
事
務
所
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●
保
険
課　

高
齢
者
年
金
係

　
　
　
　
　

9
1
2
9
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国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
学
生
は

学
生
納
付
特
例
の
申
請
を

国
民

年
金

日
本
国
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
方
は
、公
的
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

学
生
の
方
で
あ
っ
て
も
加
入
の
手
続
き
は
必
ず
必
要
で
す
。た
だ
し
、20
歳
以
上
の
学
生
の
方
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、「
学
生
納
付
特
例
制
度
」と
い
う
、在
学
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き
、

や
め
た
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す

国
民
健
康
保
険
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